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特急バス長野大町線「冬期運行」の見直しについて 

 

１ 冬期運行の概要 

  本路線は、長野市と大町市間を結ぶ唯一の路線バスとして、沿線地域住民にと

って重要な生活路線であると同時に、立山黒部アルペンルートの玄関口である

強みを活かした観光路線として大きな役割を果たしています。 

  一方で冬期間の利用者が少ない状況から、平成 28 年４月にアルピコ交通(株)

が冬期間の運行休止を決定したため、同年 12 月より地域公共交通会議の協議路

線として、大町・長野間特急バス利用促進協議会がアルピコタクシー(株)へ冬期

運行を依頼し、その運行経費の一部を助成しながら通年運行を確保しています。 

  冬期運行の維持による通年を通した大町-長野間の交通の確保が、最も重要な

課題であると認識しています。 

 

 

 

１ 実施主体   大町・長野間特急バス利用促進協議会 

２ 運行事業者  アルピコタクシー株式会社 

３ 運行車両   マイクロバス 

４ 運行日    毎年１２月１日から４月中旬（立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ閉鎖期間） 

  及び便数   毎日運行（１日３往復） 

５ 運行経路及び停留所 

  ・ホリディ・インリゾートくろよん ～ 長野駅東口 

  ・停留所は、アルピコ交通株式会社が運行する「特急バス長野大町線」の

停留所を使用 

【冬期運行 路線図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夏期（４月中旬～１１月末まで）は、アルピコ交通(株)が運行 

・冬期（１２月～４月中旬まで）は、アルピコタクシー(株)が運行 
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２ 協議事項 

対象路線 特急バス長野大町線「冬期運行」 

協議内容 ①乗降バス停の見直し 

 ・一部の乗車専用停留所で降車ができるよう変更 

 ・一部の降車専用停留所で乗車ができるよう変更 

 

 

②運行ダイヤの見直し 

 

 

③冬期運行の運賃改定について【運賃協議会で協議】 

【パブリックコメント】 

 ・実施期間：R7.8.14～9.12 まで（道路運送法第９条第５項） 

 ・意見提出件数 ０件 

【運賃協議会（書面協議）】 

 ・委員全員が承認 

実施予定日 令和７年１２月１日から 
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①乗降バス停の見直し                          

(１)乗降バス停見直し（案） 

バス停 変更前 変更後 

大町温泉郷 

大町⇒長野行き 

 乗車専用 

大町⇒長野行き 

 乗車及び降車も可 

長野⇒大町行き 

 降車専用 

長野⇒大町行き 

 降車及び乗車も可 

信濃大町駅 

大町⇒長野行き 

 乗車専用 

大町⇒長野行き 

 乗車及び降車も可 

長野⇒大町行き 

 降車専用 

長野⇒大町行き 

 降車及び乗車も可 

 

 

 

(２)改正理由 

 Ⅰ 令和６年 12 月、アルピコ交通と北アルプス交通が共同運行する扇沢線の冬期

運行 「日向山線」が運行休止となり、本路線の必要性が高まっている。 

   代替手段として本路線を活用し、信濃大町駅と大町温泉郷方面との行き来を

する住民及び観光客の利便性向上を高めるとともに、本路線の冬期利用者の増

加を図る。 
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②運行ダイヤの見直し                          

(１)冬期ダイヤ見直し（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)改正理由 

 Ⅰ 乗降バス停の見直しに伴うダイヤ改正 

 Ⅱ その他バス停間の所要時間調整 
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③冬期運行の運賃改定について 【運賃協議会で協議            

(１)冬期運行 運賃改定（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■運賃割引（変更なし） 

 

(２)改正理由 

 Ⅰ これまで冬期における利用者の増加を図るため、運賃を据え置き運行してきたが、  

人件費や燃料費等の物価高騰などを考慮し、適正な運賃設定とする。 

   運賃設定にあたり夏期運行との整合性を図るため、夏期運行の運賃設定と同額とする。 

 Ⅱ 乗降バス停の見直しによる新たな運賃区間を設定。 

   （４ページ「②乗降バス停の見直し」参照。 

区  分 年 齢 等 運  賃 

小 児 ６歳以上１２歳未満（小学生を含む） 大人運賃の半額（１０円未満切り上げ） 

幼 児 １歳以上６歳未満 大人１名につき幼児・乳児１名は無料。 
ただし下記の場合はこども運賃を適用。 
●幼児・乳児が座席を確保した場合。 乳 児 １歳未満 

身体障がい者 
身体障害者手帳 
※第１種手帳の場合は介護人１名も
割引を適用 

普通運賃の半額 
（１０円未満は切り上げ） 
小児は小児運賃の半額 
（１０円未満は切り上げ） 
※往復、回数券の設定なし 

知的障がい者 
療育手帳 
※第１種手帳の場合は付添人１名も
割引を適用 

障がい者補助犬 盲導犬・介助犬・聴導犬 無料 


